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主 文 

本件控訴を棄却する。 

控訴料は没収する。 

理 由 

１ 事案の概要 

  ２０２５年１０月１９日、岐阜県高山市で開催された全日本ラリー選手権

第８戦「第５２回 Ｍ．Ｃ．Ｓ．Ｃ．ラリーハイランドマスターズ２０２５ 

ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ カヤバ」において、競技会審査委員会は、控訴人

に対して、控訴人チームがエントリーする３７号車（以下、「３７号車」と

いう。）について、ＳＳ９の走行中に運転席側サイドウインドウを開放した

まま走行しており、ラリー競技開催規定・細則：スペシャルステージラリー

開催規定３３条９「スペシャルステージ走行時は必ずサイドウインドウを閉

じて走行すること」とする規定違反があったとして、罰金３０，０００円を

課する裁定を行った（以下「本件裁定」という。）。 

  これに対し、控訴人は、実際は運転席側ウインドウを開放したまま走行し

ておらず、事実誤認があるとして、控訴したものである（以下、「本件控訴」

という。）。 

２ 審査の経過及び判断の理由 

（１）当審査委員会は、委員会を開催し、大会競技長・池田徹矢氏、同審査委

員会委員長・仲野次郎氏及び控訴人ドライバー・加納武彦氏を審問し、控

訴人提出の３７号車の車載カメラの映像及び本件レース当日のライブ配信

映像（ＹｏｕＴｕｂｅ）を検証するなどして、本件控訴を審理した。（な



お、控訴人３７号車コ・ドライバー・萠抜浩史氏の審問は同氏の欠席によ

り実施できなかった。） 

（２）これらの審理の結果、当審査委員会は、次のとおり判断した。 

   競技会審査委員会は、ＳＳ９のＦＦ（フライングフィニッシュ）付近に

配置された公認審判員２名による、同地点を走行中の３７号車の運転席側

サイドウインドウの開放を現認したとの報告等を根拠に本件裁定を行った。 

   この点、公認審判員とコースの位置関係、当日の天候等から公認審判員

の視認状況に特段問題は認められず、その他ライブ配信映像等の関係証拠

から、３７号車が運転席側サイドウインドウを開放して走行していた事実

が認められる。控訴人提出の車載カメラの映像からは、運転席側サイドウ

インドウの開閉状況について判然とせず、上記認定判断を左右しない。 

   従って、競技会審査委員会による本件裁定は正当なものと認められる。 

   よって、本件控訴は理由がないから棄却するものとし、主文のとおり裁

定する。 

以上 


